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20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　

公
的
年
金
制
度
は
、「
世
代
と
世
代
の
支
え

合
い
」
が
基
本
で
す
。
国
内
に
居
住
す
る
20
歳

以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
は
国
民
年
金
に

加
入
し
、
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

学
生
な
ど
で
収
入
が
な
く
保
険
料
の
支
払
い

が
困
難
な
場
合
は
、
学
生
納
付
特
例
や
免
除
・

納
付
猶
予
な
ど
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料

を
未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
将
来
、
年
金
が
受

け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず

手
続
き
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

ね
ん
き
ん
自
動
音
声
送
付

受
付
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
ま
し
た

　

自
動
音
声
案
内
に
従
い
通
知
書
な
ど
の
再
交

付
お
よ
び
用
紙
送
付
に
必
要
な
情
報
を
電
話
機

で
ボ
タ
ン
入
力
す
る
こ
と
で
、
再
交
付
な
ど
の

依
頼
を
受
け
付
け
る
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
し

た
。
対
象
書
類
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●（�

再
交
付
）
源
泉
徴
収
票
、
年
金
額
改
定
通

知
書
、
年
金
振
込
通
知
書
、
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書

●（�

用
紙
送
付
）
扶
養
親
族
等
申
告
書
、
年
金

受
給
権
者
受
取
機
関
変
更
届

☎
：
０
５
０

－

３
３
１
９

－

３
１
５
２

受
付
時
間
：
８
：
00
～
23
：
30
（
土
・
日
・
祝

日
含
む
）

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
日
本
年
金
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　令和８年度分市・県民税の申告相談を
実施します。申告の必要がある方は、受
付期間中に各会場へお越しください。期
間中、市役所税務課窓口での申告相談
はできません。
　混雑回避のため、日程表の通りにご来
場いただきますようご協力をお願いしま
す。また、当日体調のすぐれない方のご
来場はご遠慮ください。
●�申告相談時に必要なもの
１．�本人確認書類…以下の(1)、(2)の
どちらかを提示してください。

⑴マイナンバーカード
⑵�番号確認書類（個人番号通知書など）
と写真付きの身分証明書（運転免許
証など）
２�．収入関係書類
⑴給与収入のある方
・�源泉徴収票、もしくは給与明細書、
支払調書など
⑵年金収入のある方
・公的年金などの源泉徴収票
※�日本年金機構などからハガキで送ら
れてきます。
⑶事業・不動産収入などのある方
・�収支内訳書およびその根拠となる収入
や経費の分かる帳簿・領収書など
３．控除関係書類
⑴�配偶者(特別)控除や扶養控除、専従
者控除を受ける方
・�配偶者や扶養親族、事業専従者の個
人番号が確認できる書類
⑵�生命保険や地震保険の支払いがある方
・�保険料払込証明書（申告用）
⑶国民年金の支払いがある方
・�社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書
⑷医療費控除
①�一定額以上の医療費の支払いがある方
※�所得金額の５％（もしくは10万円）を超
える場合、控除の適用ができます。
・�事前に作成した医療費控除の明細書
または医療保険者から交付を受けた
医療費通知をご持参ください。
②�健康増進や疾病予防への取り組みを
行いかつ、スイッチＯＴＣ医薬品の
購入がある方
※�対象医薬品の購入額が１万2,000円を超
える場合、控除の適用ができます。
・�事前にセルフメディケーション税制

の明細書を作成し、適用を受ける
年分において一定の取り組みを
行ったことを明らかにする書類
（インフルエンザなどの予防接種
の領収書または予防接種済証、人
間ドックやがん検診をはじめとす
る各種健診（検診）の領収書、結
果通知表など）をご持参ください。
　①、②は併用して控除を受けるこ
とはできません。ご留意ください。
※�必要な書類が無い場合、申告相談
を受けることができません。書類
を紛失している場合は取り寄せる
などして必ず持参してください。
※�日南税務署において「利用者識別
番号」を事前取得された方は、番
号が分かるものをお持ちください。

●譲渡所得がある場合
　土地売買など譲渡所得がある場合、
税務署で申告した方が良い場合があ
ります。事前に電話予約の上、税務
署へご相談ください（日南税務署☎
22 - 3671）。

※�事業所得の収支に関する書類や医
療費控除に使う領収書の仕分けが
できていない場合は、ご自身で仕
分けをしていただくため、順番が前
後する場合がございます。来場前
に書類の整理をお願いいたします。
※�国民健康保険・後期高齢者医療保
険の被保険者の方、所得証明書な
どが必要になる方は、遺族年金や
障害年金などの非課税所得者を含
め、所得の有無に関わらず申告が
必要となります。
　確定申告については、パソコンや
スマートフォンから電子申告できま
すので、可能な限りご利用ください。
また、記入済みの住民税申告書は郵
送でも受け付けております。下記ま
でご送付ください。
〒８８８－８５５５
串間市大字西方5550番地
串間市役所　税務課市民税係　宛
　 �税務課市民税係☎72 - 1112問

市・県民税の申告相談が始まります
日　付 ９：00～ １１：00 13：00 ～ 15：30 会場

２/ ２（月） 樋口、道場、港、浦 上中園、下中園、下代田
本
城

支
所２/ ３（火） 小田代、春日、上平、仲、口広 永田、下平、上代田

２/ ５（木） 上千野、中千野、下千野、居城田 上南、下南、遍保ケ野
２/ ６（金） 迫、宮ノ浦 宮原、黒井 都

井
支
所２/ ９（月） 立宇津、東、岬 大納、宇戸、名谷

２/１０（火） 郡司部、子持田、平田、中福良 海北、石原、内ノ畑、八ケ谷
市
木

支
所２/12（木） 古都、上石波、下石波 大藤、木ヤ藤、舳、築島、

夫婦浦

２/13（金）
上新町、中新町、下新町、三ケ
平、三幸ケ野、田ノ野、石木田、
小山、一氏

徳山、白坂、風野、片野、広野、
奈留、仲別府、真萱 中

新
町
公
民
館

２/１７（火） 古大内、長野、堂園、烏帽子野、
西ノ園、平原、上井牟田 上園田、下園田、清水、赤池

２/18（水）
大平、中原、高則、胡桃ケ野、
大重野、市ノ瀬１区、市ノ瀬２
区、射馬地野

揚原、市ノ瀬３区、市ノ瀬４区、
矢床、上大矢取

２/19（木） 城山、西小路１区 高松、東上池

串
間
市
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

２/20（金） 天神、霧島、上田口、下田口 桜ヶ丘、木代
２/24（火） 寺里 西塩町、東塩町、西上池
２/26（木） 西小路２区 泉町、七ッ橋、笠祇
２/27（金） 上町 田渕
３/ ２（月） 前田、上塩、羽ヶ瀬 鍜冶屋、大島
３/ ３（火） 穂佐ヶ原、谷ノ口、上小路 有明１区、有明２区
３/ ５（木） 本町１丁目、徳間 本町２丁目、串間

３/ ６（金） 桂原、古竹、奴久見、越ヶ谷 西下弓田、東下弓田、秋山、
小城久保

３/ ９（月） 上郡元、倉掛 西郡元、下池、鹿谷
３/１０（火） 東本西方、中本西方、西本西方 小路、屋治、古川
３/12（木） 金谷 仲町、松尾
３/１３（金） 西今町、東今町、南今町 初田、鯛取
３/16（月） 地区指定なし

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド�

ら
く
ら
く
出
張
申
請
の
ご
案
内

●�
出
張
申
請
と
は
…

・�

好
き
な
場
所（
自
宅
・
施
設
・
病
院
・
職
場

な
ど
）で
申
請
で
き
ま
す
。

・�

無
料
で
出
張
し
ま
す
！！

・�

申
請
時
間
は
、
お
１
人
さ
ま
10
分
程
度
！！

・�

カ
ー
ド
も
自
宅
ま
で
お
届
け
い
た
し
ま
す
！！

・�

申
請
希
望
者
１
名
で
も
お
申
し
込
み
可
能
で
す
。

●�

利
用
方
法

①�

ご
希
望
の
日
時
を
予
約
　
す
る

　
日
時
が
決
定
し
た
ら
…

②�

職
員
が
ご
希
望
の
場
所
に
伺
い
ま
す（
写

真
撮
影
と
簡
単
な
書
類
の
記
入
を
お
願
い

し
ま
す
）

　
以
上
で
申
請
は
完
了
で
す
！！

※�

カ
ー
ド
完
成
に
２
週
間
～
１
カ
月
程
度
要

し
ま
す
の
で
、
出
来
上
が
り
の
連
絡
を
お

待
ち
い
た
だ
き
ま
す
。

　
出
来
上
が
り
ま
し
た
ら
、
日
程
調
整
の
上

自
宅
ま
で
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

　

 �

市
民
協
働
課
市
民
係
☎
72

－

１
１
１
７

広
報
く
し
ま
郵
送
サ
ー
ビ
ス

広
報
く
し
ま
を
遠
方
の
あ
の
人
へ
お
届
け
し

ま
せ
ん
か
？

問

「
広
報
く
し
ま
郵
送
サ
ー
ビ
ス
」は
、
遠
方
に

お
住
ま
い
の
ご
親
戚
や
ご
友
人
な
ど
に
毎
月

１
日
発
行
の「
広
報
く
し
ま
」
を
お
届
け
で

き
ま
す
。

申
し
込
み
時
に
指
定
し
た
住
所
へ
毎
月
ご
送

付
い
た
し
ま
す（
ご
本
人
へ
の
送
付
も
可
能

で
す
）。

●�

送
付
内
容
＝
毎
月
１
日
発
行
の「
広
報
く

し
ま
」

●�

料
金
＝
１
８
０
円
切
手
×
12
月
号
ま
で
の

必
要
枚
数

※�

１
月
に
お
申
し
込
み
の
場
合
は
11
枚（
原

則
、翌
月
号
か
ら
の
ご
送
付
と
な
り
ま
す
）

●�
申
込
方
法
＝
必
要
事
項
を
明
記
し
、
切
手

を
同
封
の
う
え
左
記
の
申
込
先
へ
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

●�

必
要
事
項

・�

申
し
込
み
者
の
氏
名
、
郵
便
番
号
、
住
所
、

電
話
番
号

・�

送
付
先
の
氏
名
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
電

話
番
号

※�

送
付
先
は
複
数
可
能
で
す
。
い
た
だ
い
た

情
報
は
適
切
に
管
理
し
、
発
送
以
外
の
目

的
で
利
用
す
る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

●�

そ
の
他
＝
12
月
号
発
送
時
に
申
込
者
へ
期

間
満
了
の
お
知
ら
せ
と
翌
年
１
月
号
以
降

の
申
込
書
を
ご
送
付
し
ま
す
。
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大
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０
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総
務
課
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書
広
報
係�
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☎
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－

４
５
５
９

問
申

点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア�

体
験
募
集

視
覚
障
が
い
者
の
た
め
の
点
字
を

体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

今
は
パ
ソ
コ
ン
で
手
軽
に
点
字
を

書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

年
齢
問
わ
ず
、
ど
な
た
で
も
参
加

で
き
ま
す
。

興
味
の
あ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

●�

日
時�

�

２
／
５（
木
）・
３
／
５（
木
）��

９
：
00
～
15
：
00

●�

場
所
＝
市
総
合
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
1
階
障
が
い
者
支
援
室

�　

 �

串
間
市
点
訳
サ
ー
ク
ル�

�

「
カ
ン
ナ
」相
星 

眞
由
美�

�

☎�

0
8
0

－

1
7
4
7

－

0
5
2
8

募
　
集

問

広報くしま
郵送
サービス
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